
　本対策の対象エリア内にある一定の建築物については、長周期地震
動対策に関する詳細診断、改修設計、改修工事について、国の支援制
度の活用が可能です。

超高層建築物又は免震建築物に対する支援制度の概要

補助対象：

補助要件
詳細診断・改修設計 改修工事

①長周期地震動対策の対象区域（図表８の青、赤及び緑の区域）にあるマンションを
　含む区分所有建物
②H12 年 5月以前に建築されたもので、長周期地震動対策の対象区域（図表８の青、
　赤及び緑の区域）にあるもの
③H12 年 6月以降に建築されたもので、長周期地震動対策の対象区域のうち、想定さ
　れる地震動が特に大きい区域（図表８の青及び赤の区域）にあるもの

次の①～③のいずれかに該当するもの

・構造計算において長周期地震動に対する安全
　性の確認が行われていないものであること

・長周期地震動により倒壊又は損傷の危険性が
　あると判断されたもの
・地震に対して安全な構造とする旨の所管行政
　庁による勧告を受けたものであること
・制震改修等の結果、長周期地震動に対して安
　全なものとなること

補助率（国による直接補助）

補助限度額

詳細診断・改修設計 改修工事
国費 1/3

詳細診断費用 改修工事：いずれかの低い方の額
３,６７０円 /㎡

１,５７０円 /㎡

１,０５０円 /㎡

国費 11.5％

・51,200 円 / ㎡
　　　　（免震工法等の場合 83,800 円 / ㎡）
・8,150 円 / ㎡に 16 億 3千万円を加えた額

※　一定規模以上の災害時に重要な機能を果たす建築物や災害時に多数の者に危険が及ぶおそれ
　のある建築物などの公共建築物については、住宅・建築物安全ストック形成事業の活用が可能
　です。詳しくは、地方公共団体（市区町村及び都道府県）の建築部局等にお問い合わせ下さい。




